
◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

◎５月のスケジュール（予定）
　　　　　ひよこ組（０歳児クラス）…１３日（火）、２７日（火）
　　　　　うさぎ組（１、２歳児クラス）…①２３日（金）、２７日（火）・②１６日（金）、２７日（火）
誕生会…１９日（月）
　　　  �１日（木）、７日（水）、８日（木）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）

ピヨピヨ
クラブ

休館日

親子で弦楽四重奏を楽しむ　～ひなまつりコンサート開催～
　３月２日、ひなまつりコンサートを開催し、こどもとその親６３
人が参加しました。
　参加した親子は、うれしいひなまつりやアンパンマンマーチなど
の曲に合わせて、楽しそうに歌ったり、おもちゃの楽器を鳴らして
いました。また、出演者と一緒に写真撮影をしたり、こどもたちの
よい思い出になったようでした。

こどもの日　親子で遊ぶワークショップ　　クリップ鯉のぼりとつみぼぼ五月人形を作ろう！
対象者　こども（１歳～小学校６年生）とその親
日時　５月５日（月・祝）　午前の部：午前１０時３０分～１１時４５分
　　　　 　　　　　　　　午後の部：午後２時～３時１５分
定員　各３０人（親子あわせて）
費用　２００円 / １キット　※町外の２０歳以上は別途入館料１００円
申込方法　参加者氏名、年齢、住所、連絡先を「子育てはうす ぱすてる」まで申込む。（電話可）
申込期限　５月２日（金）※定員になり次第、締切。

申込・問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲演奏の様子

クリップ鯉のぼりと
つみぼぼ五月人形▶

おおのファミリー・サポート・センターからこ・ん・に・ち・は
第７回ファミサポ交流会開催のご案内♪
　５月１７日、総合町民センターにて『第７回ファ
ミサポ交流会』を行います。
　ファミサポをもっと知っていただき、会員さん
同士の交流を深めていただくための交流会です。
　今回は、廃材などを利用した楽器を作り、みん
なで演奏します。親子による音楽隊が楽しみです
ね♪大型絵本も準備して
います。提供会員さんっ
てどんな人ですか？と
思っている人、ぜひ参加
して一緒に遊んでみませ
んか？お友だちを誘って
お出かけください。

サポート活動スキルアップ講習会　参加者募集！
　６月２０日『スキルアップ講習会』を行います。
　キッズスクエア瑞穂理事長の椙浦良子さんによ
る「子育てについての講習会」、消防署による「救
急救命講習」、ＪＡＦによる「チャイルドシート実
演講習」など、お子さんを安全に預かるためのス
キルアップの講習です。ファミサポの会員さんだ
けでなく、子育て中のお父さん、お母さんにもぜ
ひ受講していただければと思います。
　定員になり次第、締め切ります。皆さんの参加
をお待ちしています。
　ファミサポでは、提供会員さんに５年に１度は
必ず講習を受けていただき、安心安全な活動に努
めてまいります。

� 問合せ先  �おおのファミリー・サポート・センター（子育てはうす ぱすてる内）　☎ ３４－１０１０

※�開館状況等が変更になる場合がありますので、ホームページ等で確認してください。

▲交流会の様子
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Vol.11
大野町小中学校の
あり方コーナー

　町では、こども達にとって望ましく、将来に渡り持続
可能な教育環境を構築するため、望ましい小中学校のあ
り方について令和３年度より検討を進めてきました。
　このコーナーでは、検討している内容や経過などにつ
いて、お知らせします。

問合せ先  学校教育課　☎ 35－5378

ご覧になった感想や意見など、
お寄せください。

会議の資料や会議録は、町のホーム
ページで公開しています。

「大野町小中学校の望ましい学校のあり方について」と題する
答申書が提出されました
　大野町小中学校のあり方外部検討委員会より「大野町小
中学校の望ましい学校のあり方について」と題する答申が
提出され、令和７年３月３１日に益

ます

川
かわ

浩
こう

一
いち

委員長より宇佐
美町長に手渡されました。
　この答申書は、町が進める小中学校の将来を展望した望
ましい学校のあり方検討に係る意見をとりまとめられたも
ので、４つの提言がされました。

答申で示された４つの提言

＜提言Ⅰ＞
　望ましい学校教育を将来にわたって実現する
ためには、小学校１校、中学校１校に学校再編
（統廃合）することが最適である。

＜提言Ⅱ＞
　将来的に小中一貫校または義務教育学校とし
て設置することが望ましい。具体的な教育形態
や施設規模については、大野町の将来の動向を
見据え、段階的な移行や柔軟な施設活用を考慮
して検討する必要がある。

＜提言Ⅲ＞
　学校再編（統廃合）に伴い、これまで築き上
げた地域と学校の関係性を維持するとともに、
より発展させるため、新しい関係性づくりや大
野町独自の教育を進めるべきである。

＜提言Ⅳ＞
　学校再編（統廃合）による通学手段について
は、スクールバスを導入し、こどもたちの安全
確保に資する通学手段について検討するべきで
ある。また、その通学手段については適切な時
期に周知することが必要である。

▲答申書を町長に渡す益川委員長（左）

　３月２０日、常呂町多目的研修センターで、ところ子ども会育成連絡協
議会がところ子どもまつり２０２５を行いました。会場はコンサートやダ
ンスなどのさまざまな催しで大盛況。射的コーナーでは、人気アニメのキャ
ラクターの的に当て、大喜びする子どもたちの姿も見られました。また、
常呂産の野菜をふんだんに使用したカレーライスの試食会も行われ、参加
者はまつりを満喫しました。

遊んで、踊って、食べてまつりを満喫遊んで、踊って、食べてまつりを満喫
─ ところ子どもまつり２０２５ ── ところ子どもまつり２０２５ ─

ところ通信
Vol. 303

北見市
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大野町人事配置一覧
令和７年４月１日付けで、各課（係長以上）の配置が次のとおりになりました。

◇副町長	 加納　秀男
◇教育長	 桑原　浩美

◎総合政策部	 部長　森　祐次
　○総合政策課	 課長兼ＤＸ推進室長　鈴村　友宏、政策係長　堀　博善、
　　（ＤＸ推進室）	 情報推進係長　高橋　量大、広報係長　八木　堂巌
　○まちづくり推進課	 課長　汲田　勉、主幹兼商工係長兼まちづくり観光係長　若原　寛、
	 課長補佐兼企業誘致係長　常冨　善久

◎総務部	 部長兼危機管理監　後藤　崇
　○総務課	 課長　宇野　貴典、主幹兼行政・管財係長　目加田　稔、
	 主幹兼総務係長　岩田　真弓、危機管理防災係長　小森　貴之、
	 課長補佐　大當　剛司、係長　小森　悠
　○財政課	 課長　目加田　哲、主幹兼財政係長　鈴村　美樹
　○税務課	 課長　國枝　信也、主幹兼徴収係長　常富　章宏、
	 住民税係長兼資産税係長　小森　裕文
　○揖斐広域連合派遣	 課長　成瀨　尚子、課長補佐　武藤　爲文、係長　川瀬　純
　○池田町大野町学校給食センター協議会派遣　係長　足立　康宏

◎民生部	 部長兼保健センター所長　今井　宏紀
　○住民課	 課長　吉村　康弘、戸籍係長　横井　希世美、保険年金係長　松久　和良
　○福祉課	 課長兼福祉センター所長兼地域共生推進室長　河野　知可子、
　　（地域共生推進室）	 主幹兼障がい福祉係長　横幕　みち代、
	 主幹兼地域包括支援センター長　大久保　貴雄、
	 係長　後藤　英理子、社会福祉係長　杉原　愛、高齢福祉係長　清水　康次
　○子育て支援課	 課長兼大野町こども家庭センター長　石橋　千夏、
	 課長補佐兼こども家庭センター係長　河野　孝枝、子育て支援係長　常富　友香
　　子育て支援施設	 係長兼子育て支援施設長　牧村　英子
　　幼児療育センター	 課長補佐兼幼児療育センター所長　國枝　佳代
　　西こども園	 園長　浜野　千恵
　○保健センター	 課長補佐兼健幸づくり係長　今井田　路代、課長補佐兼母子保健係長　豊田　容子
　○環境生活課	 課長（消費生活センター長併任）　間渕　修、環境係長　伊藤　康晴、
	 生活係長　高島　伸圭
　○大野町社会福祉協議会派遣　課長補佐　國枝　裕二

◎建設部	 部長　三浦　修一
　○農林課	 課長　國枝　広典、農林係長　若原　宏晃、土地改良係長　加藤　真成
　○建設課	 課長　河野　雅臣、課長補佐兼土木係長　神谷　涼介、管理係長　目加田　悟、
	 都市計画係長　鈴木　悟志、水道係長　大久保　真也
　○会計課	 会計管理者兼会計課長　藤原　章、会計係長　髙橋　純子
　○議会事務局	 局長　川瀬　里織、係長　吉村　伸枝

◎教育委員会	 教育次長兼小中学校のあり方推進室長兼学校教育課長　石原　友博
　○小中学校のあり方推進室　課長補佐　内藤　睦文
　○学校教育課	 主幹兼教育支援係長　窪田　洋一、教育総務係長　今枝　良介、
	 学校給食係長　笹岡　立子
　○生涯学習課	 課長兼大野町埋蔵文化財センター所長　永井　和将、
	 生涯学習係長兼文化財保存活用係長　牧村　清隆、
	 生涯スポーツ係長　篠塚　将宏
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町消防友の会収支決算報告
　令和６年度大野町消防友の会の収支決算が、消防
友の会理事会において認定されました。
　決算額は、収入総額　５, ２４９, ５４９円
　　　　　　支出総額　４, ７５２, ６４９円
　　　　　　繰 越 金　　  ４９６, ９００円
� となりました。

消防友の会とは
　町民の一人一人が消防に対する認識を一層深
めるとともに、消防団員のよき理解者として消
防活動を物心両面から支援激励し、もって明る
い平和な郷土の発展に寄与することを目的と
し、町内全地区の区長が理事となり次の事業を
行う会です。
・消防団の支援、激励、協力
・防災に対する協力
・消防諸行事に対する協力
・その他本会の目的達成に必要な事業

【収入内訳】５, ２４９, ５４９円
会費　４, ８７５, ８００円
・特別会員（町内法人・団体）５, ０００円
・正会員（町内に居住する世帯主）６００円
前年度繰越金　３７２, １４７円
雑収入　１, ６０２円（預金利息）

【支出内訳】４, ７５２, ６４９円
総務費　２６５, ８３７円（特別会員記念品・郵便料等）
消防団費Ａ　１２９, ７１２円（新入団員被服等）
消防団費Ｂ　３, ０８０, ０００円（団への活動交付金）
消防団費Ｃ　１, ２７７, １００円（消防用ホース支給）

　今後も町民一丸となって地域防災の要である消防団を支援激励し、安心・安全なまちをつくるため、皆さ
んのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

� 問合せ先  総務課　☎ ３５－５３６４

総務費
5%

支出合計額 
4,752,649円

消防団費Ｂ
65%

消防団費Ａ
3%

消防団費Ｃ
27%

防災行政無線を用いたＪアラート・全国一斉
情報伝達訓練を実施します！

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（※）から送られてくる国
からの緊急情報を確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓練を行います。

◎訓練内容
◦情報伝達手段
　防災行政無線の訓練放送
◦放送内容

　町内に設置してある防災行政無線スピーカーや
戸別受信機から、次の放送内容が一斉に放送され
ます。
【放送内容例】
　「これは、Ｊアラートのテストです」
　「大地震です」

※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊
急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお
伝えするシステムです。

※�町外の地域でも、全国的に様々 
な手段で情報伝達訓練が行われ 
ます。放送内容は変更する場合 
があります。

◎令和７年度　実施日時（予定）

【全国一斉情報伝達試験】
第１回　５月２８日（水）午前１１時頃
第２回　８月２０日（水）　　　〃
第３回　１１月１２日（水）　　〃
第４回　令和８年２月６日（金）〃
【緊急地震速報訓練】
第１回　６月１８日（水）午前１０時頃
第２回　１１月５日（水）　　　〃

※�気象状況などにより、試験が中止になる場合があ
ります。

※�防災行政無線の内容を含む町の情報を「情報発信
おおの」でも受け取ることができます。詳しくは
裏表紙を確認してください。

� 問合せ先  総務課　☎ ３５-５３６４
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交通遺児・犯罪被害遺児 激励金支給事業
　県および町では、５月５日の「こどもの日」に合
わせて、次のとおり交通遺児・犯罪被害遺児の人に
激励金をお贈りしています。

岐阜県激励金

◎激励金額（申請時〜高等学校等就学中（２０歳未
満）、年間１人あたり）
　乳幼児および小学生　２０, ０００円
　中学生　　　　　　　２５, ０００円
　高校生等　　　　　　３０, ０００円
◎補助対象
 義務教育終了までの人および高等学校在学中（高
等専門学校３年修了までの人、特別支援学校の高等
部在学中の人および専修学校（高等課程）３年修了
までの人を含む）で満２０歳未満の人で、次の（１）
または（２）に該当する人
※�交通遺児・犯罪被害遺児となった後、養子縁組し

た人、もしくは父または母が再婚し生計をともに
することとなった人は除きます。

（１）交通遺児
　５月５日現在、県内に居住し、交通事故により、そ
れまで生計をともにしていた父または母（すでに父母
がいない場合にはそれに代わる人）を亡くした人
（２）犯罪被害遺児
　５月５日現在、県内に居住し、犯罪被害（殺人や

傷害致死など、故意の犯罪行為（人の生命または身
体を害する行為）により害を被ること）により、そ
れまで生計をともにしていた父または母（すでに父
母がいない場合にはそれに代わる人）を亡くした人
※�国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁

定がされていることが必要です。
◎申込期限　５月８日（木）
◎申 込 先　総務課

問合せ先  県環境生活部県民生活課　☎ ０５８-２７２-１１１１

大野町交通遺児育英会助成金

◎助成金額
　乳幼児　２０, ０００円
　小学生　３０, ０００円
　中学生　４０, ０００円
　高校生　５０, ０００円
　大学・大学院・短期大学生　７０, ０００円
◎助成対象
　町内に居住し、交通遺児（養護者が交通事故によ
り死亡又は著しい障害の状態となったため生計の維
持が困難である人）となり、かつ、町内に引き続き
居住する人
※随時受付しています。

� 申込・問合せ先  総務課　☎ ３５-５３６４

優良運転者表彰申請
　多年にわたり交通安全活動に尽力された人に対し、その功績に応じ審査の結果、表彰されます。
　詳しくは「揖斐地区交通安全協会（揖斐警察署内）」まで問合せてください。

表彰種別 運転経験年数 無事故年数
無違反年数 過去の表彰経歴

地区模範章 ５年以上 ５年以上 初めて表彰を受ける人が申請する。
模範章 １０年以上 ５年以上 過去に地区模範章を受章していること。昨年の受章でも可。
優良章 １５年以上 ５年以上 令和５年までに模範章を受章していること。
優秀章 １５年以上 １０年以上 令和５年までに優良章を受章していること。

◎申請期限　５月２３日（金）　※無事故無違反証明交付手数料６７０円が必要です。

表彰種別 運転経験年数 無事故年数 無違反年数 過去の表彰経歴
特別優秀章 ２０年以上 １５年以上 １５年以上 令和５年までに優秀章を受章していること。
緑十字銅章 １０年以上 １０年以上 ５年以上 過去に特別優秀章を受章していること。

管区局表彰 １０年以上（一般）
１０年以上（職業）

１０年以上（一般）
５年以上（職業）

１０年以上（一般）
５年以上（職業） 過去に緑十字章を受章していること。

緑十字銀章 ２０年以上 ２０年以上 １０年以上 銅章受章２年以上経過し、さらに過去に管区
局長章を受章していること。

◎申請期限　５月７日（水）　※無事故無違反証明交付手数料は必要ありません。

� 問合せ先 　揖斐地区交通安全協会（揖斐警察署内）　☎ ２２－３４２２
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新築住宅に関する補助事業等
　町では町内で住宅を新築するなどして移住・定住
される人を対象に、次の補助事業を実施しています。
◎申請期限　１０月３１日（金）まで
◎対象者　町内で住宅を取得し、入居した人
※�住宅の取得とは、住宅の新築もしくは住宅の建替

えまたは新築住宅の購入をいいます。住宅の増築
や改築、相続や贈与により取得するものは含みま
せん。

◎町新築住宅の定住奨励金事業

奨励金額

新築住宅に課される固定資産税の家屋分の
額に相当する額（上限１０万円）
※�町内の建築業者と請負契約している場合
には、１５万円を限度とします。

対象とな
る住宅

令和２年１月２日から令和５年１月１日の
間に取得された住宅。
※�固定資産税の新築軽減が適用される家屋
であること。

申請方法

申請書および同意書を次まで提出してくだ
さい。
※�振込先については、対象家屋の所有者名
義の口座情報を記入してください。

交付期間
５年間（対象となる住宅に初めて固定資産
税が課された年度の翌年度を初回の交付年
度とします。）

◎町新築住宅の移住定住補助金

補助金額

町内在住の方に対しては３０万円、町外か
ら転入された世帯の方に対しては１０万円
を加算します。
※�転入とは、世帯員の全員が転入届を提出し
て他の市町村等から本町に移り住むことを
いいます。ただし、本町から他の市町村等
へ転出届を提出し、転出後３年間を経過し
ない再転入の場合は転入とはみなしません。

対象とな
る住宅

令和６年１月２日以降に新築、取得された
住宅。
※�固定資産税の新築軽減が適用される家屋
であること。

申請方法

申請書および同意書を提出し
てください。また、オンライ
ンによる電子申請も可能で
す。（電子申請はこちらから）

交付期間
１年度限り（対象となる家屋に初めて固定
資産税が課された初年度）

※�添付書類として、「固定資産税の納税通知書」お
よび「固定資産税の課税明細書」が必要です。

※�振込先については、対象家屋の所有者名義の口座
情報をご記入ください。

� 申請・問合せ先  総合政策課　☎ ３５-５３６３

町結婚新生活支援事業
　町では経済的支援を必要とする新婚世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る住居費や引越費用の一部を補
助します。

補
助
金
額

婚姻時点の年齢が夫婦ともに
３９歳以下の場合、１世帯あたり最大３０万円
２９歳以下の場合、１世帯あたり最大６０万円

補
助
対
象
世
帯

・�令和７年１月１日から令和８年３月３１日
までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
であること。
・�申請時において、夫婦ともに町内に住民登
録がされていること。
・�大野町に３年以上定住する意思がある夫婦
であること。
・�婚姻日における年齢が夫婦ともに３９歳以
下で、かつ夫婦２人の年間合計所得が
５００万円以下であること。
・�過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を受
けていないこと。　　　等

対
象
と
な
る
経
費

※�令和７年４月１日から令和８年３月３１日
までの間に支払われた次の費用が補助対象
となります。
１　住居費（住宅購入費、住宅賃借費用）
　※勤務先からの住宅手当支給分は除く。

２�　住宅リフォーム費用（住宅機能の維持又
は向上を図るために行う修繕、増築、改築
又は設備更新等の工事費用　等）
３�　引越費用（引越業者または運送業者に支
払った費用）

申
請
方
法

申請書と次の書類を添えて、提出して下さい。
・戸籍抄本又は婚姻届受理証明書
・夫婦の所得証明書
・�住宅の工事請負契約書、売買契約書と領収
書の写し（住居費における住宅購入の場合）
・�住宅の賃貸契約書と領収書の写し（住居費
における賃借の場合）
・住宅手当支給証明書
・�住宅の工事請負契約書、請書と領収書の写
し（住宅のリフォーム費用の場合）
・引越に係る領収書の写し（引越費用の場合）
・�貸与型奨学金を返済したことがわかる書類
（貸与型奨学金の受給者の場合）

� 申請・問合せ先  総合政策課　☎ ３５-５３６３
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軽自動車税（種別割）のお知らせ
　軽自動車税（種別割）は４月１日現在の所有者に
課税されます。

令和７年度軽自動車税（種別割）納税通知書
　送付日：５月１日（木）
　納期限：６月２日（月）

軽自動車税（種別割）納税証明書（車検用）は送付
しません。
　令和５年１月から軽ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確
認システム）稼働により、継続検査時に納税証明書
の提示が原則不要となっているため、令和６年度よ
り軽四輪、軽三輪の軽自動車税を口座振替や地方税
お支払いサイト、スマートフォン決済サービス等か
ら納付した場合は納税証明書を送付しません。
　小型二輪についても、令和７年度より軽ＪＮＫＳ
に連携されるため納税証明書を送付しません。
　納税証明書が必要な人は、お手数ですが振替記帳
済の預貯金通帳や決済済みが確認できるものを持参
のうえ、税務課または住民課窓口にて納税証明書（無
料）を交付申請してください。
　税額は次のとおりです（条件については一部抜粋）。

◎原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 税額（年額）

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車
（０. ６０kw以下） ２, ０００円

５０cc以下 ２, ０００円
５０cc超～９０cc以下 ２, ０００円
９０cc超～１２５cc以下 ２, ４００円
ミニカー ３, ７００円

二輪の軽自動車（１２５cc超～２５０cc以下）３, ６００円
二輪の小型自動車（２５０cc超） ６, ０００円

小型特殊自動車
農耕作業用 ２, ４００円
その他（フォークリフト等）５, ９００円

◎四輪および三輪の軽自動車
　最初（新車）の新規検査を受けた時期により、適
用される税額が異なります。
　最初（新車）の新規検査を受けた時期は、自動車
検査証（車検証）の「初度検査年月」で確認してく
ださい。

車種区分

税率（年額）
平成２７年
３月３１日
までに新規
登録

平成２７年
４月１日以
降に新規登
録

平成２４年
３月３１日
までに新規
登録（重課）

軽
自
動
車

三輪 ３,１００円 ３,９００円 ４,６００円

四
輪
以
上

乗
用
自家用 ７,２００円 １０,８００円 １２,９００円
営業用 ５,５００円 ６,９００円 ８,２００円

貨
物
用

自家用 ４,０００円 ５,０００円 ６,０００円
営業用 ３,０００円 ３,８００円 ４,５００円

経年車重課
・�初めて車両番号の指定を受けてから１３年を経過

した軽四輪車等について、その各年度の標準税率
の概ね２０% を重課する特別措置。

・�電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッ
ド自動車及び被けん引車は対象外。

◎グリーン化特例（軽課）
　令和６年４月１日以降に初めて車両番号の指定を
受けた減税対象車（三輪以上の軽自動車）を取得し
た場合に限り、令和７年度について、税率を軽課す
る特例措置があります。
※�（１）電気、燃料電池または天然ガス自動車（平成２１

年排出ガス規制ＮＯｘ１０% 以上低減または平成３０年
排出ガス規制適合）

※�（２）平成１７年排出ガス規制７５% 低減車両又は平成
３０年排出ガス規制５０% 低減車両で令和２年度燃料基
準達成かつ令和１２年度燃料基準９０% 達成車両

※�（３）平成１７年排出ガス規制７５% 低減車両又は平成
３０年排出ガス規制５０% 低減車両で令和２年度燃料基
準達成かつ令和１２年度燃料基準７０% 達成車両

車種区分
グリーン化特例（軽課）適用車両

７５％軽減
（１）

５０％軽減
（２）

２５％軽減
（３）

軽
自
動
車

三輪（６６０
cc以下用）１,０００円 ２,０００円 ３,０００円

四
輪
以
上

乗
用
自家用 ２,７００円 対象外 対象外
営業用 １,８００円 ３,５００円 ５,２００円

貨
物
用

自家用 １,３００円 対象外 対象外
営業用 １,０００円 対象外 対象外

◎異動手続きについて
　軽自動車などを譲渡、廃車、住所変更したときに
は、お早めに手続きを済ませてください。これらの
手続きをしないと引き続き課税されることになりま
す。詳しくは次へ問合せてください。
原動機付自転車 １２５cc以下

税務課　☎ ３５-５３６７特定小型原動機付自転車 ０. ６０kw以下
小型特殊自動車 農耕作業用

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

中部運輸局岐阜運輸支局　
☎ ０５０-５５４０-２０５３

軽自動車 三輪・四輪 岐阜県軽自動車検査協会　
☎ ０５０-３８１６-１７７５

� 問合せ先  税務課　☎ ３５-５３６７

岐阜県からのお知らせ
　自動車税種別割の納期限は６月２日（月）です。
必ず納期限までに納めましょう。
　詳しくは５月７日発送の納税通知書をご覧くだ
さい。

問合せ先  �岐阜県自動車税事務所　☎ ０５８-２７９-３７８１
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戸籍に振り仮名が記載されます！（ＰＡＲＴ３（全３回））

　今まで全３回でお話ししてきました「戸籍の振り仮名」について、最後の回である今回は「今までお伝え
した事項のおさらい」および「特に注意していただきたいこと」をお伝えいたします。

　○５月２６日以降に届く本籍地市区町村からの通知書を必ず確認してください！

　　通知書は５月２６日から２、３ヶ月以内に届く予定です（市区町村による）。

　○�通知が誤っていた場合、本籍地の市区町村へ「戸籍の振り仮名の届出」をしてね！
　　オンライン（マイナポータル）での届出が便利だよ。

　�　例えば「りょうた」「しょうこ」などの小文字（拗音）、「いっぺい」とうの小文字
（促音）が氏名にある場合、通知書に大文字で記載され届く場合があります（「りよ
うた」「しようこ」「いつぺい」など）。その場合、届出をしていただく必要がありま
すので、通知書を必ず確認してください。

　　届出に手数料等はかかりません。

　○本籍地からの通知が正しい場合は、届出不要だよ！

　通知書に記載の氏名が正しい場合、戸籍に振り仮名はその通知書どおりに記載されるの
で、届出は不要です。

　お手元に通知書が届くまで、今しばらくお待ちください。そして、戸籍へ振り仮名を滞
りなく記載するため、皆さんのご協力をお願いします。� 問合せ先  住民課　☎ 35-5368

民生委員・児童委員の日
　５月１２日は、この日に民生委員制度が創設され
たことから「民生委員・児童委員の日」と定められ
ています。
　また、１２日～１８日の一週間は、民生委員・児
童委員の活動を皆さんに知っていただくための「活
動強化週間」となっています。
　民生委員は、民生委員法に基づく地域のボラン
ティアとして、住民の皆さんの生活上の相談に応じ、
必要な援助を行っています。また、児童福祉法によ
り児童委員も兼ねており、町では民生児童委員と呼
ばれています。現在、町には３６人の民生児童委員
と、子どもや子育ての相談・援助を専門に担当する
２人の主任児童委員が活動しています。
　すべての委員は、守秘義務に則って相談内容の秘
密を固く守り、個人情報やプライバシーの保護に配
慮した支援活動を行っています。福祉に関する悩み
や心配ごとなど、生活の中でお困りのことがありま
したら、お気軽に相談してください。

民生委員・児童委員　地域に根ざした活動
　住民の福祉に関する相
談に応じ、関係する制度
やサービスについて、情
報を提供します。また、
ひとり暮らし高齢者等の
見守りとして、定期的な
訪問活動を行います。

　担当地区内
の住民の実態
や福祉需要を
日常的に把握
します。また、
住民が必要な
福祉サービス

を利用できるよう、行政（相談窓口）や社会福祉協
議会等の関係機関に連絡し、つなぎ役になります。

� 問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９
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認定こども園年度途中入園のご案内
　認定こども園に年度途中で入園を希望される場合は、次のとおり手続きしてください。
◎入園申込受付
申込期限　入園を希望される月の前月２０日（２０日
が土・日・祝日の場合は、その前の平日）
受付場所　子育て支援課

◎必要書類の配布
　町ホームページからダウンロードまたは子育て支援
課、各町内認定こども園、子育て支援施設「子育ては
うす　ぱすてる」備付け

◎町内の認定こども園一覧
類　型 認定こども園名 定員 年齢 住所 電話番号
保育所型 大野町西こども園（公立） ８０人

０～５
歳児

瀬古４８０番地 ３２-１０４３

幼保連携
型

大野こども園（私立） ７５人 大野２４０番地１ ３２-００２２
豊木認定こども園（私立） １１０人 桜大門５３８番地 ３２-００２９
認定こども園うぐいす（私立） ５５人 公郷３１３番地 ３４-２３２３
東さくらこども園（私立） １０５人 相羽７６３番地８ ３４-１５３３

幼稚園型 大野クローバー幼稚園（私立） ９０人 桜大門３０番地 ３５-９６８０

一時預かり事業・地域子育て支援センター事業
　町では、子育てを支援する取組みとして、一時預かり事業・地域子育て支援センター事業を実施しています。

一時預かり事業
　認定こども園に入園していなくても、一時的に保育を
利用することができます。
◎利用できる保育内容

（１）�保護者の就労形態などにより、一時的に家庭にお
ける保育が困難となる児童に対する保育

（２）�保護者の傷病・入院などにより、一時的に家庭に
おける保育が困難となる児童に対する保育

（３）�保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消す
るための保育

◎対象児童　町内に住所を有する未就園の生後６カ月以
上小学校就学前の児童
※�保護者が出産や介護などにより一時的に町内に里帰りする

場合は、町内に住所がなく、住所地市町村の保育所に在籍
している児童も対象となります。

◎利用方法　園によって利用方法が異なるため、事前に
直接園まで問合せてください。

◎町内一時預かり事業実施認定こども園一覧
認定こども園名 利用可能日時 利用料金 電話番号
大野町西こども
園（公立）

月～金：午前８時３０分～午後４時３０分
土：午前８時３０分～午後０時３０分

３歳以上児：４時間未満６００円／４時間以上１, ２００円
３歳未満児：４時間未満７５０円／４時間以上１, ５００円 ３２-１０４３

大野こども園
（私立） 月～金：午前８時～午後４時 ３歳以上児：３０分１００円

３歳未満児：３０分１５０円 ３２-００２２

豊木認定こども
園（私立） 月～金：午前９時～午後４時 ３歳以上児：３０分１００円

３歳未満児：３０分１５０円 ３２-００２９

認定こども園う
ぐいす（私立） 月～金：午前８時～午後４時 ３歳以上児：半日８００円／１日１, ６００円

３歳未満児：半日１, ２００円／１日２, ４００円 ３４-２３２３

東さくらこども
園（私立） 月～土：午前８時３０分～午後４時３０分 ３歳以上児：４時間未満６００円／４時間以上１, ２００円

３歳未満児：４時間未満７５０円／４時間以上１, ５００円 ３４-１５３３

大野クローバー
幼稚園（私立） 月～金：午前８時３０分～午後４時３０分

３歳未満児：４時間未満１, ０００円 /４時間以上１, ６００円
●慣れ保育コース　午前９時～１１時５００円
●にこにこ通園コース　午前９時３０分～１１時３０分５００円
※にこにこ通園は定期利用あり

３５-９６８０

地域子育て支援センター事業
　育児不安の解消や地域における子育て支援を行うた
め、町内にある子育て支援施設や認定こども園を子育て
支援拠点に指定し、子育てサークルの育成支援や育児不
安などの相談・指導を行っています。

◎対象児童　未就園児とその保護者
※�「子育てはうす ぱすてる」は、０歳～小学６年生の

児童とその保護者が対象となります。
◎利用方法　施設によって利用方法が異なるため、事前
に直接施設まで問合せてください。

◎町内地域子育て支援センター一覧
施設名 活動内容 電話番号

子育てはうす ぱすてる
（道の駅「パレットピアおおの」併設）

・�ピヨピヨクラブ（登録制）、おやつ作り教室、育児相談、こころ相談、
　その他イベント　など ３４-１０１０

子育て支援センター ももたろう
（豊木認定こども園） ・ももたろうクラブ（登録制）、あそぼ　など ３２-００２９

子育て支援センター すくすく
（東さくらこども園） ・わくわく教室（登録制）、すくすく教室、のびのび教室、サークル活動　など ３５-８５３３

レインボークラブ
（大野クローバー幼稚園） ・あそびの会、クローバーカフェ、おひるごはんの日　など ３５-９６８０

※�詳しい内容は、町ホームペー
ジを確認してください。
問合せ先  �子育て支援課　

☎ ３５-５３７０
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ゴールデンウィーク期間中のごみの搬入
　４月２９日～５月６日のごみの搬入可能日は次のとおりです。

町不燃物処理場
（相羽）

西濃環境整備組合
（下座倉）

４月２９日（火・祝） ○ ○
３０日（水） ○ ○
５月１日（木） 休 ○
２日（金） ○ ○
３日（土・祝） ○ 休
４日（日・祝） ○ 休
５日（月・祝） 休 ○
６日（火・祝） ○ 休

※�町不燃物処理場および西濃環境整備組合へ
の搬入については、役場において開庁時（平
日午前８時３０分～午後５時１５分）に申
請が必要。

◎搬入可能時間
町不燃物処理場　
　午前９時～正午、午後１時～４時
西濃環境整備組合
　午前８時３０分～午後４時３０分

住宅用Ｖ２Ｈ充放電システム設置の補助を始めます！
　町では、自然エネルギーの利用促進である、再生
可能な太陽光発電等のゼロカーボンシティ推進のた
めに、住宅用太陽光発電システム、家庭用蓄電池シ
ステム、家庭燃料電池システムの補助事業を行って
います。令和７年度より、Ｖ２Ｈ充放電システム設
置に対する補助を追加し、地球温暖化防止を推進し、
ゼロカーボンシティを目指します。
◎新規　Ｖ２Ｈ充放電システム
　　　　（Vehicle to Home　車から家へ）
　Ｖ２Ｈとは、電気自動車（ＥＶ）・プラグインハ
イブリット自動車（ＰＨＥＶ）への充電、ならびに
ＥＶ・ＰＨＥＶ・燃料電池自動車（ＦＣＥＶ）から

施設へ放電（給電）ができる装置です。
◎導入のメリット　災害、停電時のトラブル回避、
電気代の節約、短時間での充電等があります。
◎補助要件
・�新築または既設の太陽光発電システムと常時接続

しているもの
・�一般社団法人次世代自動車振興センター（ＮｅＶ）

の補助対象Ｖ２Ｈ充放電設備として登録されたもの
・�電気自動車等を保有していることを 

証する書類の写しの提出が必要
◎補助額　１基あたり　１０万円
　＊詳しくは町ホームページを確認してください。

大野町一般廃棄物処理基本計画を策定しました！
　持続可能な地域社会を構築し、廃棄物の減量化、資源化の推進や長期的かつ総合的な視点に立った循環型
社会形成を進めるため、前計画の施策と目標値を見直し、一般廃棄物処理基本計画を更新しました。
　令和７年より１０年後の令和１６年度を計画目標年度とします。
◎町のごみ処理の評価
　町と岐阜県のごみ処理の現状（令和４年度実績）を比較すると、全ての項目において、岐阜県平均よりも
良好な評価となっています。

項目 岐阜県 大野町 評価値
１人１日あたり
ごみ総排出量

８５９
ｇ /人・日

６７３
ｇ /人・日

１２１. ７

１人１日あたり
家庭系ごみ排出量

５１６
ｇ /人・日

４７７
ｇ /人・日

１０７. ６

リサイクル率 １６. ９％ １８. ８％ １１１. ２
最終処分率 ７. ６％ ４. ５％ １４０. ８
１人あたり
ごみ処理費用

１６, ５５０
円 /人・年

１０, １４０
円 /人・年

１３８. ７
注）評価値が１００以上であると、良好であるといえます。

　今後も、町民の皆さんの理解をいただきながら、３Ｒ推進体制の強化を図ることにより、今まで以上のご
みの減量・分別を進め、ゼロカーボンシティを目指します。

� 問合せ先  環境生活課　☎ ３５-５３７２
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春の運動教室参加者募集
　からだを動かしやすい季節になりました。簡単に楽しく参加
できるストレッチ、筋トレやノルディックウォーキングなどを
体験してみませんか。１回のみの参加もできます。（要申込）

日程 内　　容 講師

５月　９日（金）

新緑を気持ちよく歩く！ストレッ
チとノルディックウォーキング（天
候次第で帽子と外靴もお持ちくださ
い。）

粟野

５月２２日（木）
ピラティス＆筋トレでインナー
マッスル強化！①

河野

５月２８日（水）
ストレッチ＆ヨガ　こころとか
らだをしなやかに

篠田

６月１２日（木）
ピラティス＆筋トレでインナー
マッスル強化！②

河野

６月１８日（水）機能改善エクササイズ 小森

◎時間　午前９時３０分～１１時３０分ごろ（受付
９時２０分～）
◎対象者　４０歳以上７５歳位まで　※現在通院中の
方は、事前に必ず主治医に運動の可否を確認してください。

◎場所　町民体育館（気候により変更あり）

◎申込期限　各開催日前日まで
◎持ち物　ヨガマット（無い場合は予約時に相談してくだ
さい）、運動ができる服装、上靴、マフラータオル、飲み物

� 申込・問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３

フラワー都市交流連絡協議会「我がまち紹介」を開催します！
　フラワー都市交流連絡協議会は、花をテーマとしたまちづ
くりを推進する全国９つの花自慢の市町が集ったもので、交
流を通じて、観光、産業、教育文化の振興など魅力ある地域
づくりを目的に取り組んでいます。
　今年度は、大野町を主会場として、全国から８都市の訪問
団約２００名の人をお迎えし、各都市の花をテーマとしたま
ちづくりの事例発表「我がまち紹介」を開催します。各都市
の魅力あるまちづくりを知る貴重な機会です。どなたでもご
観覧いただけますので、ぜひご来場ください。
◎日時　５月１４日（水）午後３時３０分～午後５時
　　　　　　　　　　　　（開場　午後３時〜）
◎場所　総合町民センター　ふれあいホール　※入場無料

� 問合せ先  まちづくり推進課　☎ ３５-５３７４

令和６年度開催都市（砺波市）での様子
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建築物等耐震化促進事業
　地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、建築物等耐震化促
進事業を実施します。

木造住宅の耐震診断
　木造住宅の耐震診断を無料で実施します。
◎対象となる住宅　昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅
◎対象者　対象となる住宅の所有者
◎受付期限　１１月２８日（予定件数になり次第終了）
　※申込受付は先着順。
　※�詳しい内容は町ホームページをご覧いただくか、次まで問合せてください。

� 申込・問合せ先  建設課　☎ ３５-５３７６

町営住宅入居者募集中
礼金・共益費なし！　静かな環境で全室日当たり良好！　商業施設も近くて便利！

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２〜４階部分

募集戸数 若干数　３ＤＫ

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料 ３ＤＫ　52,000円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３カ月分

その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベーター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１カ月の世帯全員の所得金額（※）が158,000円以上487,000円以下の
人（所得の上昇が見込まれる人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

 間取図
（３ＤＫ）

浴室

便所

ﾎｰﾙ玄関

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

洋室(2)

洋室(1)

和室

Ｄ
Ｋ

２～４階３ＤＫ　平面図

※　１カ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２カ月
◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

� ※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。　 申込・問合せ先  建設課　☎ 35-5376
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夏休み期間中の放課後クラブ利用受付
　夏休み期間中に放課後クラブの利用を希望される
人は、電子申請または窓口にて申込んでください。
◎電子申請
申請方法
　次の二次元バーコードから専用サイトにアクセス
し、申請してください。
　※�必要書類は事前に写真に撮っておくと、スムー

ズに手続きが可能です。
　※�画像が不鮮明で記載内容の確認が取れない場合

には、再申請をしていただく場合がありますの
で、必要書類は手元に保管しておいてください。

　※�５月３０日（金）の申請分まで有効。
◎窓口申請
申請方法
　次の必要書類を学校教育課窓口に提出してくださ
い。
受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・
日・祝日を除く）

◎必要書類
・�放課後クラブ入所申請書（窓口申請・電子申請で

申請書を記入し写真添付する場合に必要）
・�放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・

パート）
・�その他証明するもの（疾病・介護等の場合：診断

書・障がい者手帳・介護認定通知書の写し等）
・�令和６年度分の市町村民税の課税証明書類（令和

６年１月１日時点で町内に住所を有していなかっ
た場合必要）

◎申請受付期間
　５月１日（木）～５月３０日（金）
　※�申請されても児童の入所状況により、ご希望の

クラブに入所できない場合がありますのでご承
知おきください。

　※�児童２人以上で申込みの場合は、児童ごとに申
請してください。

　※�必要書類については、学校教育
課備付けもしくは、町ホームペー
ジよりダウンロード可。

　URL　https://logoform.jp/form/ciUr/973864

� 問合せ先  学校教育課　☎ ３５－５３７８

要保護・準要保護児童生徒の就学援助
　経済的な理由等で就学が困難と認められる町内小
中学校の児童生徒の保護者に対し、学用品費、通学
用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、
給食費等を援助する就学援助制度です。
◎認定基準
　就学援助制度には次の２つがあり、その区分や児
童生徒の学年により受給できる援助費目や金額が異
なります。提出書類により一定の審査を行い、認定
の可否を決定します。
要保護児童生徒就学援助
　保護者が、生活保護法第６条第２項に規定する人
で、生活保護世帯
準要保護児童生徒就学援助
　保護者が、次のいずれかに該当し、生活保護世帯
に準ずる程度に困窮していると認められる世帯

（１）�保護者が児童扶養手当法第４条の規定による
児童扶養手当の受給者である人

（２）�保護者の地方税法第２９５条第１項の規定に
よる市町村民税が非課税である人

（３）�保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと

認められる人
（４）�経済的な理由等による欠席日数が多い人
（５）�その他、特に教育委員会が必要と認める人
◎申請方法
　申請される人は、６月４日（水）までに、児童生
徒が在学する学校へ申請してください。
　申請の際には、次の書類の提出が必要です。

（１）�町要保護および準要保護児童生徒就学援助費
受給申請書（様式第１号）

（２）�児童扶養手当受給証明書（写）　※受給されて
いる人のみ

（３）�令和７年度所得課税証明書
※�児童扶養手当を受給している人や、受給申請書中にあ

る『承諾欄』に申請者および同居親族の署名または記
名押印がある人は、所得課税証明書の提出は不要。

※�令和７年１月２日以降に町内に転入された人は、前住
所地での所得課税証明書を添付してください。

※�この期間を過ぎても申請できますが、受付をした月の
翌月からの認定（受給）となります。

� 問合せ先  学校教育課　☎ ３５－５３７８
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